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特許法等の一部を改正する法律案について
平成１５年２月
経 済 産 業 省       
特　　許　　庁

「知的財産戦略大綱」（平成 14 年 7 月決定）実施のため、以下の改正を行う。

◇ 「出願者間の費用負担不均衡の是正」と「適正な審査請求行動の促進」を図る
　観点から特許関連料金を改定

◇ 特許に係る「紛争の迅速かつ的確な解決」のため紛争処理制度を合理化

◇ 「国際的権利取得の円滑化」の観点から特許出願・審査制度を国際的に調和

１．特許関連料金制度の改正

（１）戦略的な特許取得を奨励する料金体系への移行

　審査に係る経費を勘案しつつ、出願人の間のコスト負担の不均衡を是正す
るとともに、適正な審査請求行動の促進を図るため、出願手数料と特許料を
減額、審査請求手数料を増額し、同時に特許一件当たりの総費用を軽減する
ことにより、出願人の戦略的な取組に対するインセンティブの強化を図る。

（２）審査請求手数料返還制度の導入

　審査請求後、権利取得の必要性が低下した出願を取り下げた場合、請求に
より審査請求手数料の一部を返還する制度を導入し、出願人が費用を節減す
る機会を提供する。

（３）減免措置の見直し

　産業技術力強化の観点から、特許料・審査請求手数料の軽減措置の対象に
地方公共団体の試験研究機関等を追加。また、減免措置の対象者が権利を共
有する場合、その持分に応じて各自の減免措置の適用を受けるよう規定を整
備する。

１．法律改正の目的

２．法律改正の概要
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２．特許権に関する迅速かつ的確な紛争処理の実現

（１）特許の有効性を争う紛争処理制度の一本化

　特許の有効性を争う制度として併設されている異議申立制度と無効審判
制度を新たな無効審判制度に統合・一本化し、紛争解決の短縮化、当事者負
担の軽減を図る。

（２）特許の有効性を争う事件の迅速な解決

　無効審判の審決をめぐり、特許庁と東京高裁の間で事件が行き来する状況
を合理的に遮断することにより紛争の迅速な解決を図る。

３．国際的権利取得の円滑化

　国際的権利取得に係る出願人の負担を軽減し、その円滑化を図るため、複
数の発明を一通の願書にまとめて出願できる要件（発明の単一性の要件）を
国際的に調和させるとともに、国際特許出願について自動的に全締約国に出
願したとみなす制度を導入。

　本法律案は、「知的財産戦略大綱」（平成１４年７月３日知的財産戦略会議
決定）において、「知的財産立国」の実現に向け、今通常国会への提出が明記
されている事項を含む。したがって、本法律案の早期の成立が必要。

３．今通常国会に提出する必要性
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１．特許関連料金制度の改正

（１）特許関連料金の改定

（２）審査請求手数料返還制度の導入

現行　審査待ちの期間に出願を取り下げても、既納の審査請求手数料は返還されない。

改正後　審査待ちの期間に出願を取り下げた場合、請求により審査請求手数料の返還制

度の導入。

出
願

権利取得意欲喪失

権利取得意欲の喪
失した出願も審査

審
査
請
求

審査待ち期間

出
願

権利取得意欲喪失

権利取得をしようと
する出願のみを審査

審査請求手数
料の一部返還

審
査
請
求

審査待ち期間

出願取下げの
メリット無し

３年以内 

２２月程度で審査に着手 

拒絶査定 
 

    ( 注 ) 金額は特許１件当たりの平均的ケース    〔（）内は実際にかかる費用を試算〕 

拒絶理由 
通知 

審査請求から特許になるまで２８月程度 

出願料 
  ２．１万円 

（１．６～１．８万円） 

審査料   １０万円 （２５～３０万円） 

       ３６万円 

 
出願 

年間 

約４４万件 

審査請求 

約２５万件 
審 査 

約２０万件 設定登録 
 

特許査定 

  
特許料 

＜特許料金体系の見直しの方向性＞
平均的出願（請求項数７．６項、維持期間９年 ）における料金

現行料金 改定料金

出願料 2.10 万円 1.60 万円

審査請求料

特許料

合計

9.95 万円

35.62万円

47.67万円

16.66万円

19.90万円

38.16万円
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２．迅速かつ的確な紛争処理の実現

（１）特許権の有効性を争う紛争処理制度の一本化

現行　特許庁において特許の有効性を争う制度が２つ存在

誰でも特許権付与についての
異議を申し立てる制度

・何人も申立て可能
・登録から６ヶ月以内に限って申立て可能
・特許庁と特許権者で審理（査定系構造）
・特許取消しについてのみ不服申立て可能

＜異議申立て＞

紛争当事者が特許権の有効性について
争う制度

・利害関係人のみ請求可能
・いつでも請求可能
・請求人と特許権者で審理（当事者構造）
・いずれの結果についても不服申立て可能

＜無効審判＞

誰でも特許権の有効性について争う制度

・何人も請求が可能（一部の理由は利害関係を要求）
・いつでも請求が可能
・請求人と特許権者で審理を進める（当事者構造）
・いずれの結果についても不服申立てが可能

＜新無効審判＞

改正後　統合・一本化

一つの特許権に対する繰返しの攻撃により
紛争解決の長期化・応訴負担の発生

【無効審判・異議申立ての流れ】
　　　　　　　　無効審判請求（期限無し）　　　　　　　　　　　特許権の取消
権利付与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜審理＞
　　　　　　　　異議申立て（６ヶ月以内）　　　　　　　　　　　特許権の維持
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（２）特許権の有効性を争う事件の迅速な解決

無効審判

東京高裁

審決取消訴訟

改正②　訂正の請求があった場合、訂正が認
められる前でも裁判所は事件の差戻しが可能

改正①　特許の訂正の申立期間を制限

再度の無効審判

訂正審判（権利の縮小） 再度の無効審判無効審判

東京高裁

審決取消訴訟（審決の見直し）

権利者が出訴

現行　特許庁と裁判所との間で事件が長期化

権
利
の
縮
小

の
許
可

権
利
無
効
の
審
決

権
利
無
効
の
審
決

早期の事件解決

改正③　無効審判で訂正とそれに対
する相手方の反論をまとめて審理

取
消
し
判
決

特許庁

特許庁

権利者が出訴

差
戻
し
決
定

訴訟係属中
いつでも訂正可能

審理の分断
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１．知的財産の創造の推進大学等における知的財産創造の推進
（１）④イ）大学等に対する特許関連費用の取扱い

　独立行政法人化する研究開発型特殊法人や法人化後の国立大学に係る適切な特許関
連費用の在り方について、既存の独立行政法人に係る特許関連費用の取扱いも含めて検
討を進め、２００２年度中に結論を得る。（経済産業省、関係府省）

２．知的財産の保護の強化
（１）①特許審査の迅速化等

ⅰ）２００２年度中に、審査請求期間の短縮に伴う審査請求件数の急増が予想される２
００５年度までの計画を策定する。２００２年度以降、その実施等を通じて、審査の
質を維持しつつ審査期間の長期化を防ぎ、短縮化に向けた取組を推進する。その際、
より一層の効率化を図りつつ、必要な審査官の確保、先行技術調査の外部発注や専門
性を備えた審査補助職員の積極的な活用等による審査体制の整備、加えて、企業啓発
等による我が国の出願・審査請求構造の改革等の総合的な施策を講ずる。(経済産業省）

（１）②審判制度等の改革
ⅰ）審判制度を簡素化・合理化するとともに機能の充実を図るため、異議申立制度と無
効審判制度の関係、訂正審判制度の在り方、審判と審決取消訴訟との関係等について
検討し、２００３年の通常国会に、所要の法案を提出する。（法務省、経済産業省）

ⅱ）侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等に関し、紛争の一回的解決を目指
す方策も含め、紛争の合理的な解決を図るために、裁判手続の在り方を含め幅広い観
点からの検討を行い、２００４年末までに結論を得る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（司法制度改革推進本部、法務省、経済産業省）

参考：知的財産戦略大綱 -抜粋-　(平成14年 7 月知的財産戦略会議決定）


